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   項   目 主 な 取 組 み 状 況 等 所   見 所見に対する回答 

１．運賃等に関する事項 

（１）関係法令、通達に 

基づく諸手続き等 

 

・ 東日本旅客鉄道株式会社（以下

「ＪＲ東日本」という。）にお

いては、平成１４年９月に東北

新幹線盛岡～八戸間開業に伴

う新幹線特急料金の設定認可、

平成１５年１２月に上越新幹

線本庄早稲田駅開業に伴う新

幹線特急料金設定認可及び平

成１６年１０月に特別車両回

数乗車券の廃止届出等の諸手

続を実施した。 

 

 

・ 関係法令、通達に基づき適正に

処理されている。 

 

 

・運賃・料金の設定、変更又は廃止

等に伴う諸手続きは、関係法令及

び通達に基づき、引き続き適正に

行ってまいります。 

（２）連絡運輸・乗継割 

引・企画乗車券等について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 連絡運輸については、利用者利

便の向上を図る観点から、基本

的には自社路線と接続してい

る東京地下鉄株式会社等５９

社との間で実施している。 

 

・ ＪＲ東日本線と接続している

一部の駅においては、多くの利

用者の乗り継ぎ実態があるに

も関わらず、連絡運輸を実施し

ていない状況となっている。 

 

 

 

 

・ ＳｕｉｃａとＩＣＯＣＡとの

共通利用については、平成１６

年８月から開始されたところ 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 今後は、乗換駅における利用者

の利用実態の再調査、連絡運輸

の導入効果、精算のためのコス

ト、対象事業者の意向等を総合

的に判断し、連絡運輸による利

用者サービスの向上について

検 討 す る 必 要 が あ る と 考 え

られる。 

 

・ 一部の利用者については利便

性が十分に享受できない状況

が発生しており、利用者利便の

 

 

 

 

 

 

 

 

・他の鉄道事業者との連絡運輸の拡

大については、接続駅におけるお

客さまのご利用実態や実施効果

等を十分に精査した上で、今後予

定しているＩＣカード乗車券の

相互利用の展開と合わせて、検討

してまいります。 

 

 

・ワンラッチ接続駅におけるＩＣＯ

ＣＡ未対応については、パスネッ

ト事業者とＩＣＯＣＡ（ＪＲ西日

本）との相互利用が実現していな

いこともあり、現時点では、利便

東日本旅客鉄道株式会社に対する業務監査の実施結果 
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であり、当該カードの利用者に

ついては利便性の向上が図ら

れていると考えられるが、パス

ネット対応事業者とＪＲ東日

本間のワンラッチ接続の駅に

おいては、ＩＣＯＣＡでは入 

出場が不可能となっている。 

 

 

・ 乗継割引運賃については、相互

直通運転を実施している路線

及びノーラッチで接続してい

る路線等を対象として実施さ

れている。 

 

 

 

 

・ 企画乗車券については、本社、

支社の企画により沿線の観光

資源等を活用した各種の企画

商品（１７４種類：平成１６年

８月末現在）を提供している。

 

確保の観点から、改善に向けた

検討が必要であると考えられ

る。 

 

 

 

 

 

 

・ 運輸政策審議会答申等にもあ

るように、異なる事業者間を乗

り継ぐ旅客については、運賃の

割高感が強く、これを是正する

ことが求められており、今後と

も当該制度の適用について検

討を行うことが必要であると

考えられる。 

 

・ 今後とも、利用者ニーズの的確

な把握により、良質な商品を提

供することが望まれる。 

性の高い乗り継ぎの仕組みを構

築することが困難な状況です。し

かしながら、お客さまサービスの

観点から、当社としては、平成１

８年度のパスネット事業者のＩ

ＣカードとＳｕｉｃａとの相互

利用実現後を目途に、改善策につ

いて関係各社と協力して検討し

てまいります。 

・乗継利用に関わるサービスとして

は、乗継割引の他にも連絡運輸範

囲の拡大やＩＣカード乗車券の

相互利用の実施等、様々な取り組

みを行っております。乗継割引運

賃の設定については、乗継利用の

全般的なサービス向上策の中で

検討してまいります。 

 

・これまでも、他の鉄道事業者と連

携をしながら新たな旅客誘客を

図るため企画商品を発売してま

いりましたが、今後も管内の観光

資源を活かしながら多様な企画

商品を発売することにより需要

喚起に努めてまいります。 

（３）運賃の誤表示、誤 

収受の問題について 

・ ＪＲ東日本においては、平成１

４年度以降、７件の事案が発生

しているが、何れもシステム改

修等に伴うプログラムミスや

システムエラーが要因となっ

ているところであり、システム

改修後のチェックの方法等に

ついて改善に向けた取り組み

が進められてきたところであ

・ 運賃収受システムの信頼性の

確保については、鉄道事業者の

社会的信用を維持するために

も最も重要な課題であり、今後

についても、関連情報の共有化

を推進し、再発防止に積極的に

取り組むことが必要である。 

・運賃・料金の収受については、シ

ステムの信頼性確保のため、仕様

書・チェックリストの整備、シス

テム改修時の情報の共有化及び

厳正なチェックの実施により適

正な処理を行ってまいります。 



 - 3 -

る。 

 

・ 当該事案については、ＪＲ東日

本に留まらず、各事業者にあっ

ても同様の事案が発生してい

ることから、再発防止を図るた

め、関係者間の情報共有、シス

テムエラーの原因分析、チェッ

クシステムの改良などの再発

防止対策に一体的に取り組む

こととしている。 

 

２．情報提供に関する事 

項 

・ ＪＲ東日本においては、事業計

画、決算、設備投資計画の概要

を定期的にプレス発表、インタ

ーネット等により情報提供を

行っている。 

 

・ 安全・サービスに関する情報と

しては、ダイヤ情報、列車の遅

延・事故情報、駅施設の内容に

関する情報（バリアフリー関連

施設の整備状況）などについて

常時インターネット、テレホン

サービス等により情報提供し

ている。 

 

・ 鉄軌道事業者の情報提供ガイ

ドラインに対応した情報提供

となっており、利用者への情報

提供について適正に運用され

ていると考えられる。 

・今後とも、適時適切な情報開示、

お客さまへのきめ細かな情報提

供に努めてまいります。 

３．案内情報に関する事 

項 

・ ＪＲ東日本においては、平成２

年より案内サインマニュアル

を策定して自社内の案内情報

の整備に努めている。 

 

・ 同サインマニュアルは平成１

３年の「公共交通機関旅客施設
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の移動円滑化整備ガイドライ

ン（国土交通省）」に基づいた

ピクトグラムを採用する等、分

かり易くするための取組が図

られている。 

 

・ 特に出入口やトイレ等におい

て日本語以外に英語、中国語、

韓国語の４カ国語表示を行っ

ている。 

  

・ しかしながら、サインマニュア

ルに基づく各駅での案内表示

の改善は、駅の改修工事等にあ

わせて推進しており、必ずしも

駅全体がシステム的になって

い な い 状 況 に あ る と の こ と

であった。 

 

 

 

・ ターミナル駅等の利用が複雑

な駅については、自社内の案内

表示の独自性を保ちながらも、

自社の案内表示の基準に囚わ

れることなく、案内表示の統一

化等を検討すべきである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 今後、駅の改修にあわせて案内

表示の改善を進めるとともに、

当面改修等が行われない駅に

ついても、利用者の実態に合わ

せて、案内表示の改善が必要な

駅については、計画的に改善を

図るように努める必要がある

と思われる。 

 

 

・ 現在横浜駅において、横浜市及

びＪＲ東日本、他の鉄道事業者

において協議会を作り導入を

進めている「コモン・スペース」

における案内表示の統一化の

実施は注目すべき試みである

と思われる。今後、横浜駅に限

らず他の駅においても、地元自

治体が主体というだけでなく、

ＪＲ東日本主体でもこのよう

な取り組みを進めることを検

討されたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・これまでも駅の案内表示について

は、駅改良時に整備するととも

に、駅構内の施設等がわかりにく

い駅を対象に計画を策定し、一部

整備を進めてまいりました。今後

も駅改良等が行われない駅につ

いては、お客さまのご意見を参考

にし、必要性を見極めた上で案内

表示の整備を検討してまいりま

す。 

・「コモン・スペース」における案

内表示の統一については、弊社に

おける案内サインマニュアルと

の整合性を取りながら、お客さま

に分かりやすい案内表示につい

て勉強してまいります。 
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（再掲） 

・ 特に出入口やトイレ等におい

て日本語以外に英語、中国語、

韓国語の４カ国語表示を行っ

ている。 

 

・ 多言語化については、現在のサ

インマニュアルでは、出入口等

において４カ国語表示を前提

としているが、ある程度整備が

進んだ時点で、外国人（中国人、

韓国人）等に評価を行わせて、

その有益性等についても検証

するとともに、横浜駅（自由通

路）については、原則英語との

２カ国語表示していることか

ら、それぞれの有効性等を検証

し、整合性についても検証して

はどうか。 

 

 

・駅出入口等の４ケ国表示に付いて

は、首都圏駅を中心に整備を進

め、外国人のお客さまからも一定

の評価を受けておりますが、今後

もよりお客さまにご満足頂ける

表示のあり方を検討してまいり

ます。また、横浜駅の英語表示に

ついては、駅全体の案内表示のあ

り方を見極めた上で案内サイン

マニュアルとの整合性について

検討を進めてまいります。 

４．バリアフリー対策に 

  関する事項 

・ ＪＲ東日本についてみると、平

成１５年度末における段差解

消は、乗降人員５，０００人以

上の駅４６９駅に対して１８

８駅が段差解消済みで段差解

消率は４０％であり、鉄軌道

全体の平均である４４％を下

回っている。また、車両のバリ

アフリー化率は約３１％であ

り、鉄軌道全体の平均である２

３．７％を上回っている。 

 

 

 

 

 

・ 現在ＪＲ東日本においては、乗

降人員５，０００人以上かつ高

低差５メートル以上の駅等につ

・ 平成１８年度以降の整備駅の

具体的な年度計画を現在検討

中であることから、高低差５メ

ートル未満の駅も含めて、平成

１８年度以降の整備計画を早

期に策定し着実にバリアフリ

ー化の整備を進めるとともに、

整備困難駅等についても、早期

に具体的な対応策を検討する

ことにより、平成２２年までに

交通バリアフリー法対象駅の

エレベーター整備等が着実に

実施されるよう努められたい。

 

 

 

 

 

 

・当社では、乗降人員５，０００人

以上の駅等についてエレベータ

ー整備等による段差解消を積極

的かつ計画的に進めております。

また、現在、平成１８年度から平

成２２年度までの整備駅の具体

的な年度計画を検討していると

ころであります。 

高低差５ｍ未満の駅については、

これまでも一部整備を行ってま

いりましたが、現在検討中の整備

計画の中で今後の計画を検討し

てまいります。 

 また、工事の難しい駅等について

は、既に調査・設計等に着手して

いる駅もありますが、引き続き検

討を進めてまいります。 
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いてエレベーター、エスカレー

ターの整備を計画的に進めてい

る。 

 

・ また、ソフト面での対策とし

て、主要３０駅（平成１６年８

月現在）において「サービスマ

ネージャー」を配置し、高齢者

や身体障害者等をはじめ旅慣

れない利用者に対して、きめ細

かいサービス提供を図ってい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 引き続きソフト面での対策を

充実させるよう努められたい。

 

 

 

 

・ソフト面の対策としては、主要３

１駅（平成１７年４月現在）にサ

ービスマネージャーを配置して

おります。引き続き拡大展開につ

いて検討を行ってまいります。 

また、サービス介護士の資格取得

拡大を平成１７年度から実施し、

高齢者やお身体の不自由なお客

さまの立場に立ったきめ細かな

ご案内などに努めてまいります

（平成１７年３月現在、取得者数

約８０名、平成１７年度には約６

００名程度養成予定）。 

５．乗継利便等に関する 

事項 

・ 自社線内における乗継ぎ利便

性の向上については、ダイヤ改

正を行うタイミングで乗換が

可能となるように、待ち時間の

短縮や待ち時間の延長等を行

い、乗換時間の平準化に適宜対

応している。 

 

・ 引き続き、円滑な乗換が図られ

るよう努力すべきである。 

・今後とも引き続き乗り継ぎ利便性

の向上に努めてまいります。 

６．輸送障害時の旅客対 

応に関する事項 

（１）輸送障害等発生時 

の体制等 

 

 

 

 

 

 

 

・ ＪＲ東日本においては、輸送に

大きな影響を及ぼす鉄道運転

事故、３０分以上の列車遅延及

び災害（以下「事故等」という。）

による輸送障害が部外原因増

により増加傾向にある。 

 

 

 

・今後とも、関係職員が輸送障害

規程等を熟知し、事故等による

輸送障害が発生したときの迅

速・確実な復旧に努めることが

必要である。 

 

 

 

 

・輸送障害規程等については、これ

までも関係社員に周知しており

ますが、今後も研修・訓練等の教

育を継続してまいります。 
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（２）利用者等への情報 

提供等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）他の鉄道事業者等 

へ の 振 替 輸 送 の 依 

頼、情報提供等 

・ 事故等が発生したときの対処

方法を定めた規程及びマニュ

アル等（以下「輸送障害規程等」

という。）は細部にわたり整備

されており、関係職員に対して

研修等を通じて周知している。

 

・ 輸送障害発生時に利用者に対

して輸送障害の状況、復旧見込

み、他の鉄道事業者等への振替

輸送等の情報を提供している。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 事故等が発生した際に、他の鉄

道事業者等との間では、振替輸

送の依頼等は相互でスムーズ

に行われている。 

 

・ 他の鉄道事業者等との間では、

輸送障害の状況、列車の遅延情

 

 

 

 

 

 

 

・ 今後とも、関係職員が輸送障害

規程等を熟知し、利用者等への

適時適切な情報提供を行うこ

とが必要である。また、事故等

が発 生した際には、当該事故

等の復旧に携わった社員によ

る改善意見及び利用者からの

情報提供等に関する要望を集

約・検証し、改善すべき事項が

あ れ ば 速 や か に 輸 送 障 害 規

程等、復旧訓練などにフィード

バックすることが必要である。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 今後は、このような利用者利便

に繋がる情報を相互に提供し

 

 

 

 

 

 

 

・輸送障害時のお客さまへの情報提

供は、駅の発車標ＬＥＤ、改札外

異常時案内ＬＥＤ、列車内ＬＥ

Ｄ、ホームページ、携帯電話、電

話サービス等でご案内しており

ます。 

お客さまにきっぷをお買い求め

いただく前に運行情報の提供を

行うための改札外ＬＥＤについ

ては、平成１７年２月から首都圏

全域に整備を拡大しました（平成

１７年３月現在、１５４駅、１７

６改札）。また、今後もお客さま

から寄せられたご意見や、社員か

らの意見を参考にしながら、マニ

ュアルの充実や訓練などに活か

してまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・お客さまの利便性を向上するため

に、勉強してまいります。 
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報等を相互に提供することと

なっていないため、利用者が求

めている隣接線区における輸

送 障 害 の 情 報 提 供 が 十 分 と

はいえない面もある。 

 

・ 特に、東京圏の鉄道利用者は、

鉄道をネットワークとして利

用しており、自らが移動経路を

選択するための隣接線区の遅

延情報等を事前に知り得るこ

とは重要なことと考える。 

あう体制について他の鉄道事

業者との間で、検討することが

望まれる。 

７．利用者からの意見等 

への対応 

・ ＪＲ東日本においては、利用者

から寄せられた意見、要望、苦

情等（以下「意見等」という。）

についてグリーン情報システ

ムというデータベースを活用

して集計・分析を行うととも

に、社員は内容を閲覧し、サー

ビス改善の参考に役立ててい

る。 

 

・ 寄せられた意見等については、

関係部署との間で調整を行い、

利用者に回答するとともに、実

施可能か判断を行い対応して

いる。 

 

・ サービス改善についての研修

を現場の社員に留まらず、助役

以上の社員に対しても実施し

ている。 

 

・ 平成４年度から毎年サービス

・ ＪＲ東日本においては、利用者

からの意見等が増加傾向にあ

るが、横浜支社の状況を見ると

第一線社員からの意見等が大

幅に増加しており、全社的にサ

ービス改善に取り組んだ成果

が現れたものと思われる。 

 

 

 

・ 今後とも、第一線の社員から会

社のトップまでが共通認識の

もとで、サービス改善に取り組

み利用者利便の向上に努める

ことが期待される。 

・今後とも、お客さまの視点に立っ

たサービスの実践に取り組み、お

客さまからのご意見を、サービス

向上のための貴重なご意見とし

て拝聴し、お客さまの期待を実現

できるよう努めてまいります。 

 

 

 

 

・引き続き、全社一丸となって共通

の認識を持ち、お客さまの視点に

立ったサービスの実践に努め、さ

らなるサービス向上の取り組み

を強化してまいります。 
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シンポジウムの開催、職場での

取り組み事例の発表、先進企業

の事例を紹介することにより、

全社員等が共通認識のもとで、

サービスに対する意識の共有

化を図っている。 

 

・ 平成８年度からサービス優秀

賞表彰を実施し、職場における

サービスに対する意欲の向上

及び計画的かつ継続的な取り

組みを促している。 

 

・ 現地監査を行った横浜支社で

見てみると、利用者の意見等は

平成１１年度と比較して平成

１５年度は約２０倍に増加し

ており、このうち第一線社員分

が約７割となっている。 

８．暴力行為、迷惑行為 

 への対応に関する事項 

・ ＪＲ東日本においては、警視庁

とタイアップしたポスターを

掲出し「暴力等迷惑行為追放キ

ャンペーン」を毎年２回実施し

ている。 

 

・ ガードマンによる巡回の強化

並びに警察との連携強化、警察

庁及び各県警への協力依頼等

により、暴力等迷惑行為の防止

に努めている。 

 

・ 東京支社管内においては、駅係

員及び乗務員に対する暴力行

為が多数発生しており、東京支

・ 今後とも、暴力等迷惑行為追放

キャンペーンの実施、ガードマ

ンによる巡回強化及び警察と

の連携強化を図り暴力等迷惑

行為の防止等の啓蒙活動に努

めることが望まれる。 

・当社では警察庁等の協力により、

毎年２回「暴力等迷惑行為追放キ

ャンペーン」を行っています。 

今後ともお客さまに安心して駅

をご利用いただけるよう、継続し

て「暴力等迷惑行為追放キャンペ

ーン」を定期的に実施していくと

ともに関係箇所と連携をとりな

がら取り組んでまいります。 

なお、本年は５月９日から２０日

まで、安心快適に鉄道をご利用い

ただくために東京都、警視庁、各

私鉄、ボランティア等と共同で

「痴漢・盗撮撲滅統一キャンペー

ン」を実施しました。 
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社においては、暴力行為は「犯

罪」であるという認識から「告

訴」など毅然たる対応で臨むよ

う指導している。 

 さらに、毎年、発生件数、時期、

場所、加害者の特徴、主な事象

等をとりまとめ公表している。

 


